
1 

苅田町井場川埋立地(磯浜緑地)活用検討調査仕様書 

 

１ 業務名 

苅田町井場川埋立地(磯浜緑地)活用検討調査 

 

２ 業務目的 

 本業務は、苅田町本港地区における磯浜緑地及び井場川埋立地について、住民の憩いの場の創出

による町への愛着心の形成や、駅や商店街との回遊の促進による中心市街地の活性化及び有効な観

光情報の発信場所とした観光交流拠点施設の整備について民間の活力を導入した活用検討を調査

する。また、磯浜緑地（県所有地）も活用し、みなと緑地PPPの導入についても併せて検討調査す

る。 

 

３ 業務期間 

契約締結日の翌日から令和８年３月６日まで 

 

４ 業務内容 

苅田町井場川埋立地(磯浜緑地)活用検討調査は以下のとおりとする。 

（１） 調査の概要整理 

  対象地周辺における地域特性や開発動向、総合計画等の上位計画、観光やまちづくり等の関連

計画との関係、国内の動向や先進事例、社会経済情勢の変化を踏まえ、基礎条件を整理し、課題

の抽出を行う。 

（２）磯浜緑地及び井場川埋立地の活用検討 

①基本条件の整理 

 （１）の調査内容、国内の動向や先進事例、社会経済情勢の変化を踏まえ、基礎条件を整理

し、課題の抽出を行う。 

②みなと緑地ＰＰＰ等に関する適用条件の整理 

  主に磯浜緑地の活用にみなと緑地ＰＰＰを適用するにあたり、港湾法及び関連条例に基づ

く適用条件を整理する。 

③サウンディング調査の実施 

  対象地（井場川埋立地及び磯浜緑地）の活用にあたり、民間事業者等に対するサウンディ

ング型市場調査（以下「サウンディング調査」という。）を通じて、地域のニーズや事業者

参画のあり方、民間活力の導入に係る課題等を把握する。関心を有する事業者（参画意向企

業数社）を中心に、望ましい事業条件等について必要に応じて複数回のヒアリングを行う。 

  サウンディング調査は全国企業及び地元企業を対象とし、具体的な対象企業やサウンディ

ング項目は別途監督職員と協議の上、決定する。 

④コンセプト及び導入機能(案)の検討 

  前項までの検討をふまえて、対象地（井場川埋立地及び磯浜緑地）におけるコンセプト及

び導入機能（案）を検討する。 

⑤構成施設及び事業手法の検討 

  前項までの検討をふまえて、民間事業者が提案し得る構成施設規模を複数パターン想定し、
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それぞれについて最適な事業手法について整理するとともに、各パターンのメリット・デメ

リットをふまえて事業手法の評価を行う。 

⑥暫定事業収支の算定 

  直近の社会情勢及び（２）④内での各構成施設規模及び事業手法をふまえて、事業期間中

の町財政負担額及び土地貸付料収入等について複数パターンの概略算定を行い、暫定事業収

支試算を行う。 

（３）構想図の作成(パース図3枚) 

対象地（井場川埋立地及び磯浜緑地）の将来的な活用の具体像を示すため、パース図を３カッ

ト程度作成する。必要なカットは別途監督職員と協議の上、決定する。 

（４）事業条件の検討 

①事業条件の整理 

  前項までの調査結果を踏まえ、事業者公募における事業条件（土地貸付条件、事業範囲・

事業期間・役割分担等）を整理し、課題抽出を行う。 

  ②みなと緑地ＰＰＰ等に関する導入手順の検討 

    主に磯浜緑地の活用にみなと緑地ＰＰＰを適用するにあたり、港湾法及び関連条例に基づ

く導入手順を検討する。 

  ③事業化に向けたロードマップの検討 

    事業者の公募、選定から契約、事業着手、施工、開業までの、事業全体スケジュールを検

討する。 

    また、磯浜緑地の活用にみなと緑地ＰＰＰを適用するにあたり、事業化プロセス（補助機

関の設置、実施体制の構築、職員育成など）を検討する。 

（５）公募資料の作成支援 

本業務での調査結果を反映し、町が作成した公募基礎資料（案）への助言及び修正等の支援を

行う。 

（６）打合せ・協議 

  業務の実施にあたり、事前協議、中間報告、最終報告を行い、必要に応じて、適宜打合せを行

うものとする。 

（７）報告書作成 

検討結果を整理し、報告書として取りまとめる。とりまとめ方法及び添付する資料については、

監督員と協議の上、決定するものとする。また報告書概要版についても作成すること。 

（８）照査 

  照査は業務の方針や工程計画に従い、以下の時期・内容について行う。また、各段階の照査に

伴い、修正が生じた場合は、速やかにフィードバックを行い、工程に支障が生じないように留意

する。尚、業務計画書において照査計画を明記すること。 

１） 照査１：井場川埋立地及び磯浜緑地の活用検討 

２） 照査２：事業条件の検討 

３） 照査３：成果品（報告書の内容、まとめ方の確認）内容の適正 

 

５ 成果品 

   本業務に係る成果品については、「電子納品」と「紙」によるものとする。 
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（１）「成果品」は、「要領」に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ―Ｒ）で１部提

出しなければならない。 

    なお、「要領」に記載がない項目の電子化については、調査職員と協議の上決定するもの

とする。 

    この調査は、国土交通省の「令和７年度先導的官民連携支援事業」に関する支援対象であ

り、国庫補助金を受けて実施するものである。 

調査報告書の取りまとめにあたっては、関係者以外にも分かりやすく、理解しやすいよう 

に整理・作成すること。その際、国土交通省から提供されたフォーマットを参考に作成する

こと。 

調査終了後、調査報告書の内容について国土交通省から問い合わせや根拠資料の提出要求

があった場合は、適宜対応をお願いする。  

調査終了後、国土交通省の第三者委員会において、先導的官民連携支援事業による補助を

受けた調査の中から任意に選定の上、調査結果について報告を求められることがあるので、

これを念頭に検討内容の精査、分かりやすい報告書の作成等を行うこと。 

※ 報告書フォーマットは以下のＵＲＬに掲載ps://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminren 

（https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/sosei_kanminrenkei_fr1_000066.html） 

（２）「紙」による報告書は製本３部とする。 

（３）納入場所 

     福岡県京都郡苅田町富久町１－１９－１ 

     苅田町 交通商工課 

 

６ 守秘義務 

（１） 事業者は、本業務を通じて知りえた個人情報又は業務上の秘密の第三者への漏えい、資料

及びデータの紛失、滅失、毀損並びに盗難等を防止するために必要な措置を講ずる。 

（２） 本業務の結果データ等の使用・保存及び処分等にあたっては、秘密の保持に十分配慮する

とともに、本町の指示に従う。受託者は、本町から廃棄の指示を受けた時は、速やかに個別

調査票及び集計結果データの内容を破棄し、その処理経過は書面をもって、本町へ報告する。 

 

７ 協議事項 

（１）本業務の遂行にあたって、本仕様書に記載のない事項については、本町と事業者が協議打合

せのうえ、決定するものとする。 

（２）各業務で設定した工数については、本町と事業者が協議打合せのうえ、業務間で変更できる

ものとする。 

（３）交通費宿泊費については、みなし経費として実費精算は行わないものとする。 

 

以上 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/sosei_kanminrenkei_fr1_000066.html

